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議 題：（１）【報告】平成２５年度科学技術重要施策パッケージの特定について 

    （２）システム改革に関する討議 

    （３）その他、事務連絡等 

 

配布資料 

 資料１   平成２５年度科学技術重要施策パッケージの特定について（概要） 

 資料１別添 平成２５年度科学技術重要施策パッケージの特定について 

 資料２   システム改革等イノベーションを実現するための方策（対応方針）骨子案 

 資料２別添 システム改革等イノベーションを実現するための方策に係る参考イメージ 

 資料３   第６回グリーンイノベーション戦略協議会議事録（案） 

参考資料（机上配布のみ） 

 参考資料１ 第４期科学技術基本計画 

 参考資料２ 平成２３年度科学技術重要施策アクションプラン 

 参考資料３ 平成２３年度科学技術重要施策アクションプランの対象施策について 
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 参考資料４ 平成２４年度科学技術重要施策アクションプラン 

 参考資料５ 平成２４年度科学技術重要施策アクションプランの対象施策について 

 参考資料６ 平成２４年度科学技術予算重点施策パッケージの特定について 

 参考資料７ 平成２５年度科学技術重要施策アクションプラン 

 参考資料８ 平成２５年度科学技術重要施策アクションプランの対象施策について 

 

議事概要： 

（午前１０時００分 開会） 

○岩崎参事官 それでは、定刻となりましたので、第７回グリーンイノベーション戦略協議会

を開催いたします。 

 本日は、武田委員、三村委員、森川委員、大西委員がご欠席との連絡を受けております。 

 なお、本協議会の規約の定足数を満たしておりますことをご報告させていただきます。 

 それでは、今後の議事進行は柏木座長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○柏木座長 早いもので第７回目になりました。システム改革についてそろそろこの協議会の

方針というかメッセージをまとめる段階に入ってきたと思っております。12月20日にはこの親

委員会である専門調査会が開かれると聞いております。それまでに、今日を含めてあと２回し

かございませんので、今日のメインはシステム改革、今後公共財の使い方をどういうふうにし

ていくのかということを、多面的にディスカッションしていただいた上で、なるべく骨太のメ

ッセージが出せるように尽力したいと思っております。よろしくご協力お願いしたいと思いま

す。 

 前回、武田委員から民間企業におけるシステム改革の議論として、研究開発のＰＤＣＡのあ

り方をお話しいただいて、それをもとに討議させていただきました。国の科学技術政策のＰＤ

ＣＡを考える上で、非常に効果的だったと満足しているわけであります。 

 さらに、武田委員からの発表に続きまして、前回、総理指示事項について国費等のあり方は

どうあるべきか、皆さんにご討議いただいて、その内容とその後に各委員の先生方に頂いたご

意見をもとに骨子の取りまとめをさせていただきました。資料２に骨子案というのが出ており

ますので、これをベースに先ほど申し上げた７回目にふさわしい内容の検討を行っていただき

たいと思うわけであります。 

 まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○岩崎参事官 それでは、ただいま柏木先生からも簡単に触れていただきましたが、資料の確
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認をいたします。本日の封筒の中に入っておりました議事次第、それと封筒の外にあった座席

表のほかに、構成員名簿がありまして、そのあと、資料１として平成25年度重点施策パッケー

ジの特定についての概要版、そして別添としての少し分厚いほう、これが本文でございます。

それから、柏木先生からご紹介いただきましたように、資料２としまして、システム改革等イ

ノベーションを実現させるための方策、対応方針の骨子案ということと、それからその次、パ

ワーポイントをまとめております別添ですけれども、これのイメージ図をつけております。ま

た、資料３といたしまして、前回の第６回協議会の議事録案をお配りしております。その他の

机上用の参考資料として、青いファイルにまとめさせていただいております。こちらの資料は

次回以降も用意いたしますので、会議終了後はお持ち帰りなさらずに、そのまま机の上に置い

ていただければと存じます。以上になります。不足がございましたら事務局までお知らせいた

だければと思います。よろしくお願いします。 

○柏木座長 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 それでは、まず最初に前回の議事録の確認をお願いいたします。 

○岩崎参事官 資料３をご覧ください。委員の皆様には事前にご確認いただいておりますが、

議事録案につきましてのご確認、ご承認をお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

○柏木座長 いかがでしょうか。既にご熟読されておられるとは思いますけれども、よろしけ

ればご承認をいただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、第６回のグリーンイノベーション戦略協議会の議事録とさせていただきたいと思

います。 

 議題１の報告事項でございますけれども、平成25年度重点施策パッケージの特定について、

資料１に基づきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

○岩崎参事官 それでは、重点施策パッケージに関しまして、情報共有ということで、本協議

会の皆様にご報告させていただきます。 

 資料１が概要版で、そして別添として本文をつけておりますけれども、資料１を用いて、平

成25年度重点施策パッケージ特定についてご説明させていただきます。表紙をめくっていただ

いて、最初に、平成25年度科学技術予算重点的化の全体像について、こちらで簡単に説明させ

ていただいております。総合科学技術会議では、この協議会の皆様にご協力いただきましたア

クションプランのほかに、重点課題取組を提示して、重点分野として各府省の提案を支援する

重点施策パッケージを取りまとめてございます。 
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 右側の四角に、重点施策パッケージとはということを書かせていただいておりますけれども、

２つ目の○、総合科学技術会議が提示した重点化の課題・取組をもとに各府省が特に推進しよ

うとする施策パッケージを提案いただきまして、それを要件、基準に照らし合わせ、総合科学

技術会議の有識者議員や外部専門家によるヒアリングを通じまして、重点化すべきものを特定

させていただいております。 

 もう１ページめくっていただきまして、この特定までの経緯についてご紹介させていただい

ております。アクションプラン特定の流れと並行いたしまして、２番目のところですけれども、

７月19日に重点施策パッケージの方向性を明示させていただいております。これを受けて、こ

の後、９月７日、平成25年度の概算要求の発表後に各府省からの施策パッケージ提案を受け付

けいたしました。その後、グリーンに関連する施策につきましては、10月３日に総合科学技術

会議有識者議員及び外部専門家によるヒアリングを実施いたしました。そして、10月25日に、

平成25年度の重点施策パッケージの特定をしたものを公表させていただいております。 

 特定に当たりましては、特に、成果検証可能な目標設定、目標達成に向けたアプローチ、実

施体制等について審査をいたしました。 

 最後のページになりますけれども、これが特定された重点施策パッケージの一覧でございま

す。この表にありますように全部で９つの施策パッケージを特定いたしましたが、特にグリー

ンに関しましては、下から２番目の⑧水質事故に備えた危機管理・リスク管理の推進と、この

施策について特定いたしました。 

 なお、本文のほうでは、24、25ページにこのグリーンに関連した施策についての内容、それ

から総合科学技術会議からの講評について記載されております。以上です。 

○柏木座長 これは情報の共有ということで、ご説明いただきましたが、ご質問等がありまし

たらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 これはグリーンにかなり政策の重点化をしたいという意向があったにもかかわらず、少ない

ような感じがしますが、そこら辺はどういう経緯でしょうか。関係があると言えば海洋資源だ

とかというのも考えようによってはグリーンになるのかもしれませんし、ＩＣＴなんかはエネ

ルギーと一体化となれば、これも関係があるのかもしれませんが、相澤先生、この経緯、もし

ありましたら。 

○相澤議員 グリーン関係はアクションプランの中に最重点施策という形で特定されておりま

すので、そこにすべて殺到しているわけです。その次のランクとして、この重点という予算配

分上の表現ですけれども、それがこの特定施策パッケージであります。そういう関係から、見
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かけ上は少ないという状況かと思います。 

○柏木座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○奥平委員 ちょっと私も理解が及ばないところがあるんですが、いわゆる科学技術関係予算

の中で、今日、ご説明のあった、これは約378億円ということになっていますけれども、どれ

ぐらいのところを占めていることになるんですか。今、相澤先生がおっしゃったグリーンのほ

うは、アクションプランのほうに殺到しているとおっしゃったわけですが、そちらとの規模感

というか、あるいは位置関係というのは。ここだけ見ると、額としてはそれほど大きくないわ

けですね。 

○相澤議員 アクションプランはその当該年度における国としての最重点課題を集中させると

いう考え方です。ですから、そこには予算の配分においても最重点で進めるべき内容が入って

くるということになります。しかもその中身はこの戦略協議会でも議論していただいた政策課

題、そして重点的取組を掲げて、とにかくそのラインにあった施策がその中に、ただ入ってい

るだけでなく、きちんとその目的達成に有効な施策なのかどうかということにあります。基本

的にはグリーンイノベーションに関する件については、そこに何らかの形で少なくともエント

リーをし、そしてその中で、その施策推進にふさわしいものかどうかということで特定される

という形になります。 

 ですから、これがグリーンとライフとそれから復興関係の３領域について、アクションプラ

ンで進めてきているところです。それが、四千何百億であったと思いますが、そのぐらいの額

になっているわけです。それで、その対象になっていない領域等について、この重点施策パッ

ケージということで立てております。ただし、来年度の重点施策パッケージについては、今年

度と少し変わっておりまして、概算要求前に、この重点施策パッケージについても重要な課題

としてはこういうことが考えられるということを提示しております。それプラス各省が独自に

進めておられるいろいろな施策の推進、そういうようなものもこの対象になるという形で入っ

ております。ですから、ここに入ってくるところは、予算の総額としては比較的少ない形にな

っておりますが、ここの対象になってもう少し広がってもよかったのではないかなということ

は考えております。 

 それで全体として、ここの対象予算の枠ですけれども、アクションプラン関係とそれからこ

の重点施策パッケージ、それからもう１つ、資源配分方針の中には明記してある大きな柱があ

ります。それは基礎研究及び人材関係です。これは別枠として重点的に進めるという形をとっ
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ております。これが表面上、ここの中には含まれていません。 

 また、もう１つ、大規模な施策ですけれども、これについては単にこういう特定という考え

方ではなく、詳細なる見解を示すという部分がありまして、この関係がかなり大きな額のもの

になり、例えば科研費、それから戦略創造、こういうようなものは個別施策を単純に検討する

というよりは、そういう制度としての大枠のところでとらえて見解を詳細に述べるという形を

とっております。そういうようなことで、パーセントというのは非常に表現しにくいんですが、

そのようなカテゴリーになっているということでご理解いただければと思います。 

○柏木座長 ほかにどなたか、よろしいでしょうか。 

 もしありましたら、メール等でご連絡いただければ対応させていただきたいと思います。 

 今日のメインでありますけれども、議題２のシステム改革に関する討議といたしまして、前

回のご議論及びこの協議会後に委員の先生方にメール等でご意見を頂戴し、それをもとに対応

方針案を用意いたしました。資料２でございます。初めに事務局からこの資料を説明していた

だいた後、皆様で今日じっくり討議をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○岩崎参事官 それでは、まず資料２をご覧ください。これをもとに説明させていただきます。 

 前回の討議及び事前に皆様に意見照会をさせていただいた内容をもとに集約してこの資料を

作成させていただいております。本日の議論のたたき台としていただきたいと存じますので、

少し丁寧に説明させていただきます。 

 まず、タイトルですけれども、システム改革等イノベーションを実現させるための方策（対

応方針）骨子案ということでここにまとめさせていただいております。全体の構成としまして

は、１．検討の背景、そして２．改革すべき点（問題の所在）、そして裏側に、３．対応方針

という３部構成になっております。元に戻っていただいて、１．、検討の背景につきましては、

これまでのこの協議会でもご議論させていただいておりますけれども、「革新的エネルギー・

環境戦略において、極めて意欲的な目標を掲げているが、その実現をするためには現在の延長

線上にある取組だけでは達成が困難である。そのためグリーンイノベーションの観点から、以

下が必要である」と認識されているということで、ポツが２つあります。「環境エネルギー問

題に貢献する技術を総動員する必要がある」だろうということ。それから、「産学官の多様な

アイデア、開発意欲を引き出して、それを社会に定着させる仕組みの構築が必要」であろうと

いうこと。 

 そして、２番目の丸なんですけれども、とは言え、限られた財源の中なので、その中で「グ
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リーンイノベーション実現に向けた効率的な財源投入が必要である」と認識しているというの

が検討の背景でございます。 

 そして、２．改革すべき点（問題の所在）でございますが、これまでの協議会のご議論の中

から基礎研究から産業化に至る各ステージの問題として、以下のようなことが掲げられている

というふうにまとめさせていただいております。 

 まず、丸なんですけれども、「出口志向の研究開発を成立させるに当たっての問題」がある

だろうということ。２つのポツがありますけれども、「研究開発事業の政策意図に対する周知

が不十分なため、現場の研究者が科学イノベーションを通じて、社会の恩恵、便益に貢献する

という意識が希薄」だろうという問題点。それから、「事業化、あるいは産業化に向けた異分

野との連携や省庁連携が不十分」であろうというような認識があるということです。 

 それから、２番目の丸ですが、次のステップ、「事業化に至る確率を向上させるに当たって

の問題」もあるだろうということで、２つのポツがあります。１つ目は「事業化に向けては、

当初計画設計どおりにはいかないことが多々あるという中長期的な視野が欠落しているため、

産学等から起業を目指す人が失敗を恐れず、チャレンジするための環境整備やそのモチベーシ

ョン維持、向上するための支援が不十分」ではないかということが指摘されました。そして、

２番目として、「ベンチャー企業等を育成支援する活動主体に対する支援等、それから事業化

のための研究開発だけではなく、事業化そのものへの取組に対する支援が不十分」ではないか

ということもあわせて議論されております。 

 そして、３つ目の丸なんですけれども、「産業化、そして社会への定着の達成と成長を支援

するに当たっての問題」ということで、２つのポツがここに挙げられております。「事業化し

たものの、事業環境、例えば制度や規制、インフラ等が整備されていないことにより、市場に

定着しない。成長が継続しないということに対する対策が不十分」ではないか。それから、

「国による事業化初期の導入支援策はあるが、個別対応、縦割り対応的なものが多い」のでは

ないか、といったことがこの協議会で指摘されております。 

 裏返していただきまして、その他、このすべてのステージを通した問題点として議論された

点がこの２つのポツなんですけれども、「プロジェクトマネジメントに対する資金提供が不十

分」ではないか。また、「プロジェクトマネージャーの育成支援が不十分」ではないかという

ことも指摘しております。また、「国費の単年度制度の下では、成果創出までに長期間を要す

るプロジェクトは支援打ち切りのリスクが高く、プロジェクトへの参加が困難」といった点が

皆様から指摘されております。 
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 これらの問題点に対する対応策として、この３．の対応方針でまとめさせていただいており

ます。これにつきましては、前回もご議論いただきましたが、①といたしまして、「アンブレ

ラ型のプログラム、あるいはプロジェクトによる先導的実証事業の実施」ということでござい

ます。グリーンイノベーションの実現に向けて、産学官、府省、分野及び業種の枠を超えて、

一体的に取り組むため、先導的な実証プログラムを実施するため、以下のような観点から検討

を行う必要があるのではないかということで、４つのポツが挙げられております。 

 「中心となる府省がプログラム・プロジェクトの責任者として実証事業絶対を管理する仕組

みを整備すべきではないか」、「実証に必要な予算を複数年度でコミットする仕組みを整備し

なければいけないのではないか」、それから「プログラム、あるいはプロジェクトマネージャ

ーの設置及びプログラム・プロジェクトマネージャーのモチベーションを引き出す責任、ある

いは権限体制を整備しなければいけないのではないか」。そして最後に、「グリーンイノベー

ションの基盤であるインフラ整備に対する支援方法について、整備しなければいけないのでは

ないか」ということがご意見としていただいております。 

 それから、②ですけれども、「グリーンイノベーションの創出を目指す起業家等への支援」

ということで、多様なアイデア、あるいは開発意欲を持つベンチャー企業等のチャレンジを支

援するための環境を整備するため、以下のような観点から検討を行うということが指摘されて

おります。 

 ポツが３つありますけれども、「グリーンイノベーション創出にチャレンジする起業家及び

起業家等を育成・支援するベンチャーキャピタル等に対する支援方法の整備が必要ではない

か」ということ。それから、「海外機関との連携等、国際的な視点から競争力を向上させる仕

組みの整備が重要でなはいか」ということ。それから、「ベンチャー企業との連携を必須とす

るプログラム、あるいはプロジェクトを整備することが必要ではないか」というご意見をいた

だいております。以上のような皆様からのご意見を取りまとめさせていただきましたのが、こ

の資料２の骨子案でございます。 

 続きまして、資料２の別添でございます。これもあわせてご紹介させていただきます。これ

は参考イメージというポンチ絵でございますが、具体的なイメージがあったほうが議論しやす

いのではないかと考えまして、事務局でご用意させていただいたものです。あくまでもたたき

台、あるいは参考程度として作成しておりますので、このイメージにとらわれることなく、後

ほどご議論いただきたいと存じます。 

 まず、１ページ目でございますけれども、これが対応方針の①です。アンブレラ型のプログ
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ラム・プロジェクトによる先導的実証事業のイメージというのを示しております。上の矢印の

頭で書いてある４点は、先ほどのワードの資料２の対応方針①の中点と同じものでございます。 

 ポイントといたしましては、まず１つの府省がこの下の絵ですが、１つの府省が全体の責任

者となって、事業全体を管理していくということ。それから、この右側のほうにＢ省、Ｃ省と

ありますけれども、規制等を所管する省庁も一体となった推進体制をすることが必要ではない

かというのがご意見としていろいろな方から伺っております。それから、３番目として、上に

プログラム・プロジェクトマネージャーとありますが、このマネージャーの明確な権限のもと

でマネージャーを位置づける必要があるだろうということをご指摘いただいております。それ

から、この絵の左側にありますが、複数年度で予算をコミットする必要があるだろうというこ

とがポイントではなかろうかと考えております。 

 後ほど、この①のアンブレラ型プログラム・プロジェクトによる先導的実証事業につきまし

て、全体像がこれでよいのか、それからグリーンイノベーションのためにどのような事業をし

ていくのか、マネージャーの役割等々につきまして、もちろん先ほども言いましたように、こ

のイメージ図にとらわれることなく、ご議論いただければと存じております。 

 その次のページでございますけれども、このページは、前回、久間委員よりお話をいただき

ました宮古島の取組を参考として、ホームページから引用しただけですけれども、示させてい

ただきました。宮古島では市が中心となって、政府予算を活用しながら、低炭素のシステムの

構築を目指して、家庭や業務部門の低炭素化、省エネルギー、未来エネルギーの研究開発、農

業システムのゼロカーボン化など、幅広い取組を行っているというものでございます。 

 ページをめくっていただいて、その次のページが特に北城委員や呉委員から意見のありまし

たものをまとめさせていただきました。グリーンイノベーションの創出を目指す起業家等への

支援のイメージでございます。これは、先ほどの資料２の②でございますけれども、ポイント

といたしましては、まず起業家を支援するために、国費を投入する必要があるだろうというこ

と。それから、支援のために民間のベンチャーキャピタル等のノウハウを最大限に活用する必

要があるだろうということをご指摘いただいております。 

 それから、起業家やそれを支えるベンチャーキャピタル等に国費を投じるとともに、この絵

の上の四角に書いてありますように、目利き人材、ベンチャーキャピタリスト等のような、目

利き人材育成にも国費を振り分ける必要があるのではないか、ということがご指摘いただいて

おります。 

 それから、下に投資家という四角が３つ書いてありますけれども、国の支援によって、民間
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からの支援を引き出しやすい環境を熟成することが重要ではないか、ということについてご指

摘をいただいております。 

 後ほど、この全体像について、これでいいのかご意見をいただくとともに、グリーンイノベ

ーション実現のために起業家を支援する根本的な必要性ということについてもご議論いただけ

ればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 この次のページからは参考資料ですけれども、まずページをめくっていただいたところにあ

りますのは、前回、北城委員よりお話のありましたイスラエルのベンチャー支援制度について、

これもホームページ等をまとめさせていただきました。 

 イスラエルでは、一番上の図にありますが、1970年より科学技術政策を段階的に推し進めま

して、1993年にベンチャー育成を柱に、ベンチャーキャピタルに投資するＹＯＺＭＡというも

のを設立しております。 背景といたしましては、イスラエルは大企業が少ない・安定企業が

少ないという点や、挑戦趣向の国民性であるとか起業をリスクではなくチャンスと考えるとい

った国民性がある。それから、軍事産業の技術の転用といった潜在的な技術及び基盤が存在す

る。歴史的な背景からユダヤ人同士のネットワークが強い等々のことから、ベンチャー創設の

基盤があったと考えられております。そこでこのＹＯＺＭＡを設立したことによって、ベンチ

ャーに資金が入るようになって、ベンチャーが勃興するようになってきたということでござい

ます。 

 仕組みとしましては、右側ですけれども、政府が海外のベンチャーキャピタルと共同のファ

ンドを立てて、国内ベンチャーに投資する。これによって海外のベンチャーキャピタルの投資

ノウハウをイスラエルに輸入して、イスラエル国内のベンチャーキャピタルの養成を狙い、国

内のキャピタルを育てるということで、継続的な投資が可能になっていくというこのような支

援制度が設けられております。 

 それから、もう１枚めくっていただいて、ＳＢＩＲにつきまして、以前、総合科学技術会議

の専門調査会で取りまとめた資料を改定しご参考として示させていただいております。中小企

業技術革新制度の日米比較という表になってございます。まず、日本ではここに書いてありま

す７省庁が参加しておりまして、支援の枠組みというカラムですけれども、研究開発支援が各

省庁既存の制度で支援していく。それから、事業化支援が柱となっております。それから、右

側がアメリカのＳＢＩＲでございますが、1982年にこういう仕組みができまして、11省庁が参

加しているということと、年間の外部研究開発予算が１億ドル以上の省庁に、その2.5％を拠

出することを義務化しているという点が特徴かということでございます。 
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 もう１ページめくっていただいたものが、表を３つ用意させていただいておりますけれども、

創業及び技術開発支援を目的とした中小企業への日本の金融支援施策ということで、各省にご

協力をいただきまして、現在の取り組みをこのような表にまとめさせていただきました。

（１）、（２）、（３）と表が３つございますけれども、ご参考にしていただければと存じま

す。 

 説明は以上でございます。 

○柏木座長 委員の先生方からご意見をいただいて、それをまとめかつ別添に詳細のパワーポ

イントをつけさせていただいたということです。大まかに言いますと、やはり省庁に独立に配

付していたものをインター省庁体制に持ってこないとなかなか社会実装性に富むプロジェクト

にならないんじゃないか。そのためには、やはり単年度から複数年度へと、簡単に言うと補助

金から俗に言うファンドへという、年度を超えた、これは非常に壁が高い問題だと思います。

単年度主義の公的資金を複数年度に使うということになりますから。そういうことをやらない

と、なかなかインフラ投資、あるいは協議会の中でディスカッションしてきたコンセプトの実

現に向けた勢いが出ないんじゃないか、そういうような内容だと理解しています。 

あと１つは、このグリーンイノベーションの中のベンチャー支援をどういう形で持ってくるの

かということで、ここに書いてありますような手もありますし、その辺をどう持っていったら

いいか。 

大まかにいけば、そういう内容を２つの対応方針のところで、この資料２ですけれども、①が

アンブレラ型という中に今言ったような内容を含めた。それから、もう１つ②が、起業家支援、

人材支援、ベンチャー支援ということになります。 

 できますれば、骨太の方針はそれぞれのご知見のもとで、この協議会としてどういうメッセ

ージを出していくのかということを踏まえた上でご発言いただくと、まとめに当たりまして、

非常に効果的だと思います。一言で言うキャッチコピーのようなものも含めてご発言いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○久間委員 資料２の別添２ページはよく整理された図で、この仕組みをうまく実践すればい

いと思います。問題は、どういったテーマを選ぶかということと、プログラム・プロジェクト

マネージャーをどう選ぶかということです。ですから、プロジェクトマネージャーの選び方を

議論できればいいと思います。 

○柏木座長 本来、プロがいなきゃいけないんですよね。現役でかつプログラムマネージャー

はなかなか、専任をやはり、制度、評価からマネージングするという。普通、日本の場合には、
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プレイングマネージャーみたいな格好が多いんです。そういうご発言の内容でよろしいですか。 

 今日いただいたご意見をもう一度全部キーワードを洗い出しますので、それで次回に向けて

最終的な報告書を取りまとめていきたいと思います。１枚ものになるかもしれませんけれども。 

○呉委員 ベンチャーという言葉のイメージをちょっと統一したいと思っているんですけれど

も、そのプロジェクト、１つの会社として何かのテクノロジーを社会に実証させようと思って、

起こしていくプロジェクト、１つのプロジェクトというものをベンチャーとして切り出してい

って、そこにかかわる人たちが資本ともかかわり、人ともかかわっていくというイメージを僕

は持っているんです。どうもベンチャーというのは起業家がいればという話ではなくて、１つ

の大きな、社会実証をするプロジェクトを切り出していくのに、ベンチャー化するということ

は、株式会社をつくる。そして、それを社会に浸透していくと。そのためのプロジェクトマネ

ージャー的な役割がベンチャーキャピタルであるという認識をぜひご理解いただきたいと思い

ます。 

○柏木座長 わかりました。ベンチャーと言うと非常にあやふやな、多面性を持っていますか

ら、少しそこら辺をちょっと整理して伝えていかないと……。 

○呉委員 前に悪い印象がある言葉でもありますので、その辺を経済、社会的にしっかり実証

していくという位置づけをしておいていただきたいと思います。 

○柏木座長 わかりました。ありがとうございました。 

○笠木委員 今日のまとめで大変クリアにしていただいたと思っております。３つぐらいのこ

とについてお話をさせていただきたいと思いますが、まず出口志向の研究開発を実現するとい

うことで、アンブレラ型のプロジェクト、これがうまく動けば結構ではないかと思うわけです。

先ほどご指摘があったように、これの責任体制というのでしょうか、現場では恐らくプロジェ

クトマネージャー、それは大変重要ですし、やはり組織的にきちんと責任を持って支える、バ

ックアップするという、そういう形をぜひ具体的に設計していただきたいと思います。 

 そのときに、今日、絵に出てきたような中心となる府省があって、あとは複数の府省が応援

するという形が本当に良いかどうか。ほかの府省が本当にやる気を出していただけるかどうか

ということがあるかと思います。そういう意味で、責任体制、あるいは運営体制のことの具体

的な設計が非常に重要であるということと、もうひとつ、1ページ目の問題の所在のほうにあ

りましたけれども、そうした研究開発を国として推進するという、政策的な意思を明確に発信

し続ける、特に、現場の研究者、技術者にどうやってそれを届けていくのかという、その仕組

みをぜひ具体的に設計していただきたいと思います。 
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 私の経験ですと、日本の基礎研究に携わる方々は非常に優秀な方々がおられますけれども、

なかなかそれは直ぐに伝わるものではないんですね。実際に、あるチームを組んで、一緒にや

っていく中でそういうマインドが育っていくということは、あり得ると思いますので、そうい

う仕掛けをどういうふうにするかということを具体的に今後議論していただければと思います。 

 ２番目ですけれども、起業家の支援であります。日本の企業の平均年齢というのはＯＥＣＤ

の統計を見ても大変高いです。アメリカはかなり若いと思います。ベンチャーキャピタリスト

や中小企業にとって一番の弱みは技術の知識的な基盤が薄いということだと思います。中小企

業の方々にとっては、特に大学とか研究機関で、どういった研究者がどのような具体的な研究

を進めているかということに対する知識が入手しにくい、あるいは具体的な研究者とのコンタ

クトをとることに大変敷居が高いと聞いております。これに対しては、まず第一に、各研究機

関の窓口の工夫が必要だと思うんですけれども、さらに言えば、中小企業の方々については、

中央省庁でどういう研究開発戦略の議論が行われているかということについても情報が入手で

きない、そういう情報不足のところがあるんですね。それをどういうふうに克服するかという

ことが重要ではないかと思います。 

 １つ、具体的にやれることとしては、毎年2,000億円以上使っている科研費などの成果がご

ざいます。これらの成果がそれぞれきちんとした電子的な情報になっているはずですけれども、

一般の方々からは非常にアクセスしにくい状況で、これはぜひＪＳＰＳ、あるいはＪＳＴで非

常に高い検索機能を持ったデータベースとして、中小の方々、あるいは一般の方々がそういう

成果にアクセスできる仕掛けをつくっていただくのが良いのではないかと思います。 

 ３番目は、これらの２つの視点から少し外れるんですが、かねてから私が申し上げておりま

した研究開発の対象となる目標技術、研究領域の設定に対して、科学的あるいは客観的な根拠

を持った政策オプションを形成するためのシンクタンク機能、あるいはデータベースの整備の

必要があるのではないかと思います。 

 アンブレラ型の体制においては、府省横断の下でどういった研究領域にフォーカスするかと

いったこと、あるいはプライオリティセッティングをどうやるかということを継続的に議論す

る場がぜひ欲しいと思いますし、またそういった議論をきちんとするためには、データベース

が必要だと思います。環境エネルギー分野だけを見ても、重電機、自動車、あるいは小型発電

機器、家電、情報機器、あるいは家屋等々、それぞれ実は分野ごとに状況が大きく違うと思い

ます。国内外の市場の規模、開発のサイクル、バリューチェーン、あるいは日本の産業競争力、

すべて違うわけですが、一般にそういうことが十分違いを意識して議論されることがなくて、
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大括りで議論されてしまうので、場合によってはある分野だけに当てはまるけれども、ほかの

分野には当てはまらないという施策になりがちだと思います。 

 そこはやはり施策を検討する段階から技術分野ごとにきちんと議論できるような、基礎的な

知識、データベースが必要ではないかと思うわけです。そういうことの整備を今日のご提案の

中には少し抜けているのではないかと感じた次第です。以上です。 

○柏木座長 極めて重要なポイントをいただいたと思っています。特に、公的資金から得られ

る成果の電子化、あるいは公開性、それから最後のシンクタンク機能、シンクタンク機能の創

設ぐらいまで言ってもいい、そんな感じですかね。 

○笠木委員 欠けているのは機能なんですね。ですから、もちろん現存の、我々が思い浮かぶ、

シンクタンク機能を果たしていただける複数の組織があると思いますが、それが十分な機能を

持ち得るのかどうかという吟味と場合によってはそういうものがネットワーク化されるという

こともあり得ると思います。従って、全体を見直した設計が必要だと思います。 

○柏木座長 一番最初のご指摘について、この省庁中心の、例えばＡ省庁で、責任体制をどこ

かにきちんとするというつもりで書いた絵ですけれども、本来ネットワーク型のほうがいいん

じゃないかというご指摘ですか。ということは、あまり一つにまとめるなということを言って

おられるんですか。 

○笠木委員 いや、省庁連携は必要に応じて進めるべきです。 

○柏木座長 連携はいいと。 

○笠木委員 ぜひ、やっていただきたい。つまり一省庁がある社会的な課題とか問題をとらえ

て施策を練るというよりは、まずどういう問題にかかわるかという、何が世の中にとって便益

となり得るかというところから、実は省庁を超えて議論する場が必要だと思うんですが、それ

はまたもう一つ別の上流の話です。 

 そういったことによって、各省庁が自分の守備範囲でどういう点を進めていくか、そういう

志向になるような形です。最後は、それをどうやって総合的に進めるかなんですが、１つの省

庁、府省が中心となってほかは皆さん協力府省だという体制が本当に長続きしていくかどうか

ということについては、これはぜひ行政の方のご意見も聞いていただきたい。一見よさそうな

んですが、最初は良いけれどすぐに熱意が冷めてくるというのは常なので、この辺をどういう

ふうにしていくかということだと思います。 

○柏木座長 どうぞ。 

○久間委員 三菱電機においても、いろいろな事業本部があり、連携して新しい事業を立ち上
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げることはよくあります。ただ、連携と言いながらなかなかうまくいかないこともあり、その

ときの１つの手として、研究者や技術者を１つの場所に集めて、強力なリーダーを置くことが

あります。国レベルでも同様のことができれば、成果を出せるプロジェクトができると思いま

す。 

 それから、笠木先生のシンクタンク機能については、新たな創設というよりは、ＣＲＤＳや

科学技術政策研究所など立派な調査や分析、提言をしている機関もあるので、そういう既存の

機関にシンクタンク機能を持たせるほうが効率的だと思います。 

○柏木座長 どうぞ。斎藤さんの後に北城さん。 

○斎藤委員 今回このプログラムとか、プロジェクトというふうに特定されているのがどうも

ちょっと実証事業に限定されているような印象があって、そうではないんだろうなと思ってい

ます。改革すべき点の３点目の、結局は社会の定着、社会の実装、それに当たっての問題点が

あるということを踏まえると、やはり成果創出とか、プロジェクト自体は実証にとどまるべき

ではなくて、社会に実装するところまでで成果が出たと言えるのではないかと思います。 

 したがって、当然、そのプロジェクトマネージャーを立てて実証事業をしていくというのは

いいんですが、その先の実証が終わって、次に実装していくところでの次のポイントに行くか

どうかの判断、あるいはその実装していくところでの実装プロジェクトのどういうふうに進め

ていくかというところも含めて、この体制は考えていかないと、よくあるパターンとして実証

が終わった途端、がらくただけが残ってしまったということもよくあります。そういうことに

ならないように、そこも含めて、ちゃんとプロジェクトとしてマネージングしていくというこ

とを考えるべきだと思います。 

○柏木座長 おっしゃるとおりだと思います。最初から一応社会実証から実装まで含めるとい

う考え方を持っていましたので、これまで含めたプロジェクト化という内容。ありがとうござ

いました。 

 北城委員、どうぞ。 

○北城委員 資料２の別添の６ページですけれども、ＳＢＩＲと書いてありますが、ＳＢＩＲ

に関する日米の差が非常に大きいので、米国と同じように研究開発予算の2.5％をＳＢＩＲに

拠出することを義務化するということをはっきり書いたほうがいいと思います。支出目標額を

閣議決定するというと、必ずしもどのくらいの規模というのが明確になりません。第４期の基

本政策を決めるときにもいろいろ議論になって、具体的な数字が書き込まれなかったと思うの

ですが、日本も明確に2.5％というＳＢＩＲの規模を規定することと、それから３段階選抜方
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式を統一的に採用するべきです。これは一部日本でも行われているのですが、一部だけです。

この３段階の選抜方式を採用することによって、隠れた新しいアイデア、多様なアイデアが出

てくる可能性があります。多様なアイデアを見つけ出すためには、省庁側でプロジェクトを規

定するよりも、多様な提案が出ることを推進すべきです。 

 そして、ある程度進んだ段階で、次のフェーズに進むかどうかということで、選抜をしてい

くという仕組みを入れたほうがいいと思います。そういう意味で、明確にＳＢＩＲとして全研

究予算の2.5％を確保するということと、３段階選抜方式を統一的に採用すべきというのが１

点目です。 

 それから、２点目はページ４です。資金提供の具体的な仕組みですが、ここでは国による民

間起業家等の資金支援の中で、ベンチャーキャピタルに資金を出すと書いてありますが、ベン

チャーキャピタルには資金は出さなくていいと思います。この段階では、右側のＬＰ出資と書

いてある他機関からの出資の呼び水に位置づけたらいいと思います。 

 この際、民間１に対して、政府４という１対４という比率を明記したほうがいいと思います。

現在で50対50の半々の出資の仕組みがあるので、このままの図では、現行の仕組みの民間１に

対して、政府マッチング１というふうに理解されてしまいます。しかし、残念ながら日本の場

合には、こういう技術志向のベンチャーに投資するベンチャーキャピタルからの資金が不十分

なので、１対４ぐらいの民間から見て魅力ある仕組みが必要だと思います。 

 昨日の日経新聞では、イスラエルで民間15に対して政府85という比率の投資の選抜の仕組み

があると書いてありました。とりあえず日本では民間１に対して政府が４出資する官民ファン

ドの設立を提案します。民間が20％出せば、政府が80％を出すということと、それからその資

金提供に関して、イスラエルのＹＯＺＭＡの中にあったように、ファンド設立５年以内であれ

ば、政府出資の半分を簿価プラス金利で買い取り可能にする制度を提案します。ＹＯＺＭＡは

全額買い取りできるのですが、日本の場合には民間１に対して政府は４を出しているので、成

功したら全部民間が買い取れるというのもやや民間寄りすぎるので、成功したときの成果は国

にも残るという意味で、半分は政府が持続して持つということを提案します。官民ファンド設

立後の政府出資の買い取りの仕組みとして、投資簿価プラス金利で買い取りを可能にするとい

うことです。 

 それから、どのくらいの資金を政府が提供するかということですが、具体的な目途はないん

ですが、ＳＢＩＲと同等のグリーンイノベーションに関する投資規模の2.5％ぐらいはこうい

う資金配分することを提案します。たとえ官民ファンドにこの2.5％分を出したとしても、多



 －16－ 

くのプロジェクトは結果としてはアクションプランで選ばれた政策プロジェクトに資金が行く

と思います。ただし、配分はどこが本当に成功しそうか。どこが本当に実装されて社会に還元

できて、成功するかということの見きわめを官民ファンドを使って行うということです。

2.5％をこの配分方法での出資に回しても、本当にいいプロジェクトであれば、最終的には省

庁のプロジェクトに資金は回ると思います。ということで、ＳＢＩＲと同額の2.5％ぐらいの

資金規模を考えたらどうかということで具体策として提案します。 

 それから、同じページに、「目利き人材の育成」と書いてありますが、これはよく言われる

ますが、現実には投資の経験をしなければ目利き人材は育たないので、この目利き人材の育成

という一般論を書くと、どこでも書かれている話になるので、今回は、資金提供だけに絞って

記述したら良いと思います。以上です。 

○柏木座長 確かに、目利き人材とかというのは二次的に自然に生まれてくるもんだと。明解

なのは、例えばグリーンイノベーションで考えている投資額の一定の割合、例えば2.5％、こ

ういうものを明記すべきと。それからあと４ページの図がもう少し簡潔にというか、ＬＰ出資

のほうにしてもいいんじゃないかという話ですね。 

○北城委員 要するに、ベンチャーキャピタルに、例えば呉さんのベンチャーキャピタルに政

府はお金を出さなくて良いのではないかと思います。呉さんのところが１出したら、マッチン

グで４出すという、ＬＰのほうだけでいいはず。こうした仕組みについては呉さんの意見も聞

いてください。 

○呉委員 北城委員が言われたとおり、資金の提供というのはないわけではないです。資料に

もありますけれども、中小企業がやっている、半額出しますよと。あれはあくまでも民間の補

完という立場で出ているんです。今、民のほうがないもんですから、なかなか出てこないので、

ここで重要なのは一歩踏み込んで、何のためにこれをやるのかということに戻らないといけな

いと思うんですが、それはやはりベンチャーキャピタル機能を充実させて、イノベーションを

実現させるためになるんだろうなと。そうすると国が音頭をとってとか、先陣をして育ててい

きましょうと。民間ベンチャーキャピタル等への出資というのは、逆になくてもいいんですけ

れども、逆にそれがあったほうがガバナンスが効くかもしれない。民間ベンチャーキャピタル

が変に自由にやらないようにということの可能性もありますので、どういうような立て付けの

中で、それを出していくのかということで、スキームというのはいろいろきっちりとやってい

かなければいけない面はあると思っています。 

 それと今言われたＬＰ、メリットです、国が出して民間がついてくるメリットというのを民
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間側にどう提供していくか。それを含めて、その機能のあり方というのをきっちりとこれは議

論をした上で、有効に働くような形でやっていくスキームの中に、それが必要だと思いますの

で、全体の立て付けをきっちりとやった上でやったほうがいいと思います。 

 ＬＰ出資があれば、十分は十分なんですけれども、そこの辺の比率とか決まり等が必要でし

ょうから、そこはいろいろな形の議論をしていかなければいけないと思っております。 

○柏木座長 どうぞ。 

○北城委員 具体策については、もっと詳細な検討がいると思いますが、この制度はベンチャ

ーキャピタルの育成ではなく、目的は政府の資金をどのプロジェクトに配分するかということ

です。資金配分の仕組みは、今はアクションプランパッケージの中のどれが大事かということ

で、そこに幾ら配分するということをいろいろ議論して決めているのだと思います。今回提案

した官民ファンドによる2.5％の資金配分は、ベンチャーキャピタルの視点を活かして資金配

分しようということであって、ベンチャーキャピタルの育成策ではありません。資金配分のメ

カニズムを民間の視点で、どれが成功しそうか、本当に社会に実装できるか、ということを見

きわめて、そこに2.5％分を集中できるような仕組みをつくろうということです。ベンチャー

キャピタルの育成策ではなくて、資金配分の仕組みの改善というふうに考えたほうがいいと思

います。 

○柏木座長 随分大きな内容だと思います。ＳＢＩＲだと随分前に新エネルギーのときに、こ

ういうベンチャー育成というか、仕組みを入れたらどうかという話はもう10年ぐらい前に出て

いまして、誰が評価するか。そうすると米国の場合には、民間のキャピタリスト、ファンド運

用者がダーッと来るらしいです。そこで発表して、うちはこういうベンチャーでやりたいと発

表して、それで点がついて選ばれる。ですから、民間の視点が随分入っているような審査機関

があるというふうに聞いていますけれども、呉さん、よれでよろしいですか、そんな感じです

か。 

○呉委員 確かにそれはファンドをちゃんと持っている、あるベンチャーキャピタルが来れば

それはできると思うので、今、そこがないので、北城さんが言われたように、そこにきっちり

とした、自分の判断でやれるファンドを持って参加する、そのような目で行けると思っていま

す。 

○柏木座長 組織もそういう組織を頭に入れた上で、これは大きく言えば補助金からファンド

へというキーワードになりますよね。これが例えば財務省等々、本当に書くはいいけれども、

実際に実現性があるかどうかというのは、そこら辺はどなたに聞いたら一番わかりやすいです
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か。これこそ首相が決めなければいけない話かもしれないんですけれども。 

 事務局、どうぞ。 

○中野審議官 2.5％の義務化ということを例えば入れようとしますと、新事業創出促進法の

改正になりますし、それから財源に関しましては調整が必要となります。ここではあるべき議

論をしていただいて、法律論に落とすところは事務局のほうで、検討させていただき、座長と

相談させていただきたいと思います。 

○柏木座長 ということで、あるべき論でよろしいということですから、本来こうあるべきだ

と、普段からやりたいと思っていたことが、こういうエネルギーにしても、グリーンにしても、

原子力等の事故によって、平時ではできないことが今有事のときにできるという、非常に特異

な時期だと考えれば、本当に大きなシステム改革を具現化する時期であることは間違いないわ

けです。あるべき論でいいとあれば、それぞれの省庁と政府でこれができるような形で最大限

の努力をしていただく、そのつもりでおっしゃっていただければと思います。 

○高橋委員 あるべき論ということで、まずは先ほどの斎藤構成員が言われた内容、120％私

も同じで、かつ重要かと思います。実証か実装かというような、科学技術政策が社会的実装ま

でということで、この議論がされているわけで、具体的にこの２ページとか４ページは、特に

２ページはそういう実装表現で、２ページの下の先導的実証地域になった途端に、最先端技術

の実証とか、だんだんとそこのスタンスがぼやけてきているので、これは明確にそういう実装

表現で至急つくりかえるべきかなと。 

 あわせて４ページ目も先ほどまさにベンチャー育成の議論ではなくて、グリーンイノベーシ

ョンに非常に相関が強い。そういう観点ということなので、これは２ページと４ページは、そ

ういう意味では有機的にもつながっているので、１つの１枚の絵柄のたたき台というところで

整理、まとめたほうがより絞り込めるのではないかというのが１つの意見です。 

 そうしますと、ざっとそれを１つにしたと勝手に私は眺めてみると、半分以上が実はシステ

ム改革を言っているのかというよりもそのアプローチの方法、実は述べている部分が非常に多

いなと。しからば１枚の絵に本当に従来言われているような、骨太のシステム改革、これを付

加する、こういう最後のまとめ方に落ち着けば、非常に今までの議論が意義であるのではない

かと。 

 具体的にと言うと、そこが大事かと思いますが、昔言葉で言いますと、そういうことをやる

ためにという意味では、規制緩和だとか、そこまで言っていいのか、特区だとか、いろいろな

キーワードがございまして、１枚にまとめてアプローチだけではなくて、そのためのその１枚
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のグランドデザインを実現するための改革のキーワードは何か。ここまで議論が行けばいいな

というふうに考えます。 

○久間委員 ２ページと４ページの仕組みは、大分違うものだと思いますので、１枚にまとめ

るというのは少し無理があるように思います。 

○高橋委員 例えば、２ページ目のような形での実証から実装事業へということがアプローチ

の方法としてある。そこにそれがより社会実装されていくための一つの必要条件としてのベン

チャーというファクターが位置しているんですよと、こういう絵柄のイメージがあっていいか

と。それはほんの１例ですけれども。目的はそういうことですので。 

○柏木座長 高橋さん、ちょっと、モデル図を書いてもらえますか。それでまたフィードバッ

クかけて。わかりやすいほうがいいので。アプローチの方法だとおっしゃいましたが、一番大

きなキーワードは何とやったらいいと思いますか。 

○高橋委員 結局、１枚にあらわされたやつ特有のものに最後はそれを継続的にインプリメン

トされていく必要なシステム施策、それは例えば本当に昔ですけれども、それにはいろいろな

ことがあるから、特区的な、特別のその中で新たなシステム改革ルールをそこで限定して決め

る。それが逆に必要、十分条件として出てくるのではないかと。 

○柏木座長 わかりました。ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○笠木委員 今、ご議論のあったところですが、実証とか実装という話がありましたが、２枚

目の絵、私はこれはこれで結構だということを先ほど申し上げましたけれども、もうひとつの

観点としては、この絵にはまる業種、技術分野、そうでない分野があると思うんです。したが

って、この２ページの絵ですべて一緒くたに、この形でイノベーションを実際に創出するとい

うイメージは現実的ではないので、それは少し慎重にしていただけないかと思います。 

 それから、実装ということまでいくというのは、私はそういうケースが大いにあっていいと

思いますが、もう一方で、やはり基礎研究のことを決して忘れないようにしていただきたい。

これは５年後ぐらいまでをやるのであればそれでいいと思いますけれども、すぐにそれは底を

打って、次のフェーズに向けて新しい技術を生み出すシーズを見失うことになる。底力を失う

ことになると思います。 

 日本の中には、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、優れた研究者がたくさんおられ

て、80万人とかという数字が出てきます。そういう方々がこういう場面に対して、どれだけ力

を発揮していただけるかということが大変重要であって、したがって、応用開発のほうに行っ



 －20－ 

ても、そこで改めて、新しい基礎研究課題とか、新しいアイデアが生まれて、改めて基礎研究

に戻るということはあり得るわけです。一方通行ではなくて、総合的にそれを推進する。しか

も基盤的なところはしっかり継続的にやっていく、そういうイメージの上での２ページ目の絵

であってほしいと思います。 

○柏木座長 おっしゃるとおりだと思います。ディスプリンからプロジェクト実証、そして社

会的な定着という、それが循環的にそれぞれフィードバックがかかるというニュアンス。です

からこの図のコンソーシアムのところは少しまた変わってくるのかもしれません。 

○松下委員 笠木委員の最初のご提案の２つ目、今のご発言に関連させていただきたいんです

けれども、研究者の顔が産業の方に見えるようにするという部分で、科研費のデータベースを

お使いになるということなんですけれども、実際には科研費を取得しているものというのは、

学術論文がたくさん出ているものがほとんどでございます。実際には、例えばコンクリートの

研究者などは、論文がほとんど出ないんですけれども、非常に産業寄りの研究を行っている者

もおります。そういった科研費というのは理学的な基礎学術なんですけれども、応用の研究を

している人間が産業の方にも顔が見えるようなシステムをつくっていただけたらなと思います。 

○柏木座長 先ほど、笠木先生がおっしゃったのかな、科研費の成果、よく見えるようにしろ

と、基礎から応用までありますから、そういう意味ではどなたが見ても、コネクションができ

るような見せ方、アプリケーションであれば、産業界から非常に身近になるでしょうし、ある

いはディスプリン重視の人は基礎研究。それとあと応用研究の間をうまく埋めていけば、この

ディスプリンをうまく幾つかまとめて、プロジェクトにまとめ上げていくということも可能に

なると思います。 

○松下委員 実際に科研費の審査員を皆さんもされていると思うんですけれども、審査員をし

ていて、通る方というのはやはりネイチャーとかそういう基礎研究が通っていらっしゃる方が

ほとんどございます。実際には大学の先生方で科研費を取ってきていないけれどもやっていっ

ている先生方というのは寄付金、企業の方との共同研究、特許などでやっていらっしゃる方々

のほうが実装という研究を行っていると私は感じます。そういった方々への評価システムを何

とかつくっていただければと思います。 

○柏木座長 わかりました。ありがとうございました。 

○奥平委員 すみません、関連の。２ページ目の絵なんですけれども、こういう形がある、ぴ

ったりふさわしいプログラムとかテーマもあると思うんですけれども、おっしゃられるように

全部が全部表現できていないというのも何かここに書かれている絵で、プロジェクトマネージ
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ャーとＡ省との関係とか、プログラム・プロジェクトマネージャーの全体での位置づけという

のが、やはりわからない絵になっているんですね。 

 自分は考えがまとまらないので、これだとなかなか言えないですけれども、テーマごとにＰ

Ｍがいるとして、当然ながら横軸に今度Ａ省、Ｂ省、Ｃ省、民間企業、大学と並ぶとすると、

クロスファンクションな体制みたいなのがあって、プログラムのテーマの規模によっては、も

ちろんそのかかわり方も違ってくるし、大きな場合は全部丸呑みにするようなテーマになるし、

というような絵姿のほうがわかりやすいのかなと。なおかつ、ちょっと国と民間企業の違いは、

予算がどこが取ってくるのかというのがあって、プロジェクトマネージャーに全権があって、

予算を取ってくれるという仕組みじゃないものだから、だから前回もちょっと僕がお話しした

ように、Ａ省、Ｂ省、Ｃ省と関連と通す場合に、予算をきちんと管理、まとめて取ってくるよ

うなメインな責任省があってもいいのではないかというような提案をさせていただいたんです。 

 プロジェクトリーダーというのは、リーダーとして横軸で見られる。その権限をどこからど

うもらってきて、どう保証するかというところはちょっと議論しないと、なかなかうまく回ら

ないなと、死んでしまうなというような感じがして、もう少しそこを議論を深めたいというふ

うに思いました。 

 ベンチャーのほうは、北城委員からご指摘があったとおりで、やはり３段階方式、予算をき

ちんと決めるとか、そういうところが非常に重要になってくるかなと。３段階選抜方式みたい

な、３段階じゃなくてもいいと思いますけれども、生き残りというか勝ち残り型のベンチャー

支援、そういうふうにしないととにかく支援するぞと言っていく格好ではなかなか継続性がな

いのではないかなと思いました。以上です。 

○柏木座長 ありがとうございました。確かに。 

 どうもお待たせして、亀山さん。 

 その前に、熊田さん。それから、亀山委員に。 

○熊田委員 今のこの２ページの図なんですけれども、グリーンイノベーションのインフラに

関係するところということで、私はいつも思っているのは、これは10年とか20年ぐらいの年限

で考えているのに対して、インフラはもうちょっとやはりエネルギー問題は特に50年とか、そ

のぐらいでとても長いので、やはり20年だと、はっきり言ってドーンと花火を打ち上げても、

結果的に20年後だとせいぜい１個実証ができて、どこかに１個売り込めればいいかなぐらいで

終わるんじゃないかという気がちょっとしていまして、やはり物、物によって、10年、20年で

日本の中に広まる社会実装まで行くのもあれば、10年、20年で１個実証的なものがどこかでで
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きて、こんないいのが日本ではできているから、諸外国の皆さん、買ってくださいとか言って、

売り込みに行くというほうが、むしろ最終形態に近くなって、それでボンボン売れて、お金を

稼いだら、最後日本でももう一回あっちこっちでやればいいやとかいうものもあろうかと思い

ますので、多分、10年、20年の中で、物によっては当然実証までしかいかないものというのが

あろうかと思うので、その辺の考慮もちょっと必要なのではないかとちょっと思っております。 

○柏木座長 ありがとうございました。時間軸の問題で。 

 それでは、大変お待たせして、申し訳ありませんでした。 

○亀山委員 全く別の観点から発言したいと思いまして、皆様の一連のご議論は非常に有意義

なものだったので、変なところで手を挙げてしまったなと、申し訳なく思います。 

 私は、前回欠席したこともありまして、資料２に対する事前のメールでは意見を申し上げな

かったので、本日改めて３点、この骨子案について、意見を申し上げたいと思います。 

 まず、第１点は一番上のタイトルなんですけれども、システム改革等イノベーションを実現

するための方策と書いてある中に、グリーンという言葉が入っていないのはなぜか。今、一連

のご議論をイノベーション、全般に関する議論だったとは思うんですけれども、あえてグリー

ンイノベーションの議論だったかどうかと言うと、クェスチョンかなと思いまして、もちろん

グリーンイノベーションだろうと一般的なイノベーションだろうと、大まかな部分というのは

全然変わりないと思うので、それはそれで結構だと思うんですけれども、やはりこの場はグリ

ーンイノベーションの議論をする場でありますので、やはりそれはタイトルの部分から強調し

ておいていいのではないかと思いました。それが第１点です。 

 それで第２点目と第３点目も、この第１点目の私のコメントに関連してくるわけなんですけ

れども、第２点目のコメントは検討の背景の一番目の丸の部分です。この検討の背景というの

は革新的エネルギー環境戦略だけによるものなのか、私は非常に疑問に思いまして、この戦略

自体、結構土台がどれくらい固いものか、ちょっと疑問に思われるような状況でございますし、

この方策というのは、恐らくエネルギー環境戦略だけに基づくものではなくて、昨今のさまざ

まな日本を取り巻く環境、地球温暖化、再生可能エネルギーとか、またこの骨子全体がエネル

ギー技術にかなり特化した書き方をされているような印象を受けるわけですけれども、グリー

ンイノベーションであれば、恐らくエネルギー供給サイド以外の技術も入ってくるのではない

か。 

 例えば、環境、今後、温暖化で異常気象が起きたときのＩＴ技術ですとか、あるいは暖かい

気候に適応していくためのバイオテクノロジーですとか、かなり幅広い技術が対象になってく
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るのではないかと思いまして、ぜひ検討の背景の丸の部分をもう少し考え直していただきたい

なと思います。これが第２点目でございます。 

 それから、第３点目が、先ほどから社会実装なのか、あるいは基礎研究なのか、どちらも多

分重要だということは私も認識しておりますけれども、ことにグリーンイノベーションに当た

っては、私はやはり開発された新たな技術なり製品なりを誰が受け止めるのかという、デマン

ド側を非常に重視しなければいけない分野なのではないかと思っております。いくら技術が開

発されても、それが売れないことには、目的は達成されないのかなと思いまして、そういたし

ますと、この表側の一番下の産業化社会の定着の達成と成長を支援するに当たっての問題点と

いうのが私にとっては非常に重要なポイントだと感じまして、やはりその事業化したものをう

まく実装できない制度的なバリア、あるいはコンシューマーの意思がどうなっているかとか、

そういったことについても十分に検討する必要があるのではないかと感じまして、したがいま

して、裏面の対応方針のところもできれば、３番目の丸として、開発されていった、創出され

ていった技術なり、システムなりのデマンドサイドをうまく発掘させるような、支援、制度に

バリアがあるんだったらそれをどう克服するのか。それは国内だけではなくて先ほど熊田先生

も海外に売れるということをおっしゃいましたので、海外で売れるようにするためにはどうし

たらいいのかということも含めた、何らかのそういう情報集約的な機能を持たせる制度が必要

なのではないかというふうに考えております。 

 すみません、別の観点からの意見です。以上でございます。 

○柏木座長 これは何でグリーンは入れなかったんですか。一般的な考えで、グリーンを入れ

ても別に問題はないですよね。問題ないというか、グリーンに特化して、例えばエネルギーに

特化している感じがありますから、もう少し広くとらえるように。 

○岩崎参事官 そういったキーワードも含めて、タイトルも含めてご議論いただければと思い

ます。 

○柏木座長 どうぞ。 

○相澤議員 今、ご指摘の検討の背景は確かに非常にある意味では非常に狭いところでとらえ

て、展開しているので、これはぜひ事務局で改定していただければと思います。 

 総合的なタイトルなんですけれども、ここについては、この戦略協議会ではグリーンイノベ

ーションに中心を置いて、それで議論を進めていただくということですが、今、全体のまとめ

に入ってきているわけで、これは12月の総合科学技術会議の本会議の場で、総理及び関連大臣、

そして有識者議員、この場で議論される内容をどう骨太にまとめていくかというプロセスなん
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です。 

 そこで、このタイトルはグリーンイノベーションだけのことを扱う立場でつけたタイトルで

あるとすれば、グリーンイノベーションという言葉が入ってきて結構なんですが、実は今日、

柱として２つ出されていることは、グリーンイノベーションだけではなく、イノベーション全

般についての大きな提案だと考えられるわけです。そういたしますと、この段階から、ほかの

分野のことも視野に入れて、この２つをそれこそ骨太にまとめていただくというほうが実効的

ではないかと思います。 

 その中で、グリーンについてはこういう特殊性がある。だから、こういうところを特に強く

しなければいけない。というような形で、そこの中に入れ込んでいただくということが全体の

中でいい形になるのではないかと思います。 

○柏木座長 どうぞ。 

○亀山委員 ご説明、ありがとうございました。位置づけがはっきり理解されました。 

 もし、タイトルがそういった目的のために書かれているのであれば、やはり検討の背景のと

ころは改めて全体的なイノベーションの中でもなぜグリーンイノベーションが重要だと考える

のか。それは説得力のある形で書いていただきたいと思います。 

○柏木座長 ありがとうございました。 

 今、亀山委員がおっしゃった最後の３つ目のポイント、これをどうするかというのは少し検

討課題として、ある意味ではデマンドサイドにおける社会システムそのものなんですよね。だ

から、これも別にエネルギーだけに限ったことではなくて、ライフにも関係がありますし、そ

れから社会システムの改革というのを合わせてやっていくかというところを今どうするか、こ

れからまた考えたいと思います。 

 どうぞ。 

○松尾委員 ２ページのことでちょっと発言させていただきたいと思います。 

 アンブレラ型のプログラム・プロジェクトに関する先導的実証事業イメージという、この絵

と文面なんですけれども、構成員の方からいろいろご意見が出ているとおり、私もこの絵で描

かれていることは、やはりプログラム・プロジェクトをやっていくための一つの例示のイメー

ジということで理解させていただいておりますけれども、ここで本質的に絵で書いたらこうな

るだろうというところで最も重要なポイントというのは、省庁間をまたがった、あるいは府省

間をまたがったプロジェクトという形でやっていくべき課題なり、アクションプランがあると

いう前提でこの形をとってやったらどうかというのがここでうたわれていることだと思うんで
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すけれども、先ほど別の構成員の方からもお話があったように、その中心となる府省というも

のを果たしてうまく決められるのか。 

 それから、文面ではその府省がプロジェクトの責任者として、と書いてございますけれども、

そのプロジェクトの責任者とプロジェクトマネージャーというのはどっちが権限を持っている

のか。この辺もちょっと矛盾があるのではないかなというふうに思いますので、この辺、少し

やはりこのスタイルでやるにしても、ここら辺の考え方をきちんとしておかないと、文面とこ

の絵が少し齟齬があるのかなというふうに思いました。 

 それから、こういった形で府省の壁を超えて、プロジェクトとしてやっていくというのは非

常に私も大賛成なんですけれども、これが複数走っていく場合に、全体としての俯瞰をしなけ

ればいけない組織が多分上につくはずなんですけれども、そことこの実際のプロジェクトなり

プログラムの関係性というものも絵の中で表現しておかないと、なかなかこれだけで全部本当

にやるのかと、基礎研究のほうはどうするのかというところの答えもちょっと出せないのでは

ないかと思います。 

 できましたら、やはりそういう全体の関係の中で、このプロジェクトの形でやることにふさ

わしいアクションプランについては、象徴的にこれでやっていくということを明言するという

ことが１つ具体的な対策方針の中で、示されるとよりよいのではないかなというふうに思いま

す。以上でございます。 

○柏木座長 意思決定機構の流れ、あるいは組織間の意思決定のフローということですよね。 

○松尾委員 そうですね。 

○柏木座長 そこら辺がもう少しロジカルにわかりやすくなっていると、具体的にこの案を実

践していく場合に極めて明解なフローが、遂行がたやすくなると、こういうことだと思います

ので。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○久間委員 資料２の別添２ページですけれども、すべてのプロジェクトがこの仕組みである

必要はないと思います。例えば、太陽光、風力等、複数の省庁で実施しているものや、それら

を束ねた電力システムなどについては、こういった仕組みでやればいいと思います。 

 ただ、ここで問題になるのが、プロジェクトマネージャー、それから責任を持つＡ省です。

例えば、オープンイノベーションの場として比較的うまく進んでいるプロジェクトとして、Ｔ

ＩＡ、つくばイノベーションアリーナがありますが、ここには、光やスピントロニクスの研究

開発に、ＦＩＲＳＴの予算が入っているなど大型のプロジェクトが幾つか集まっています。で
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すから、ＴＩＡの最高運営会議が、人や研究費の予算配分を決められず、それぞれのプロジェ

クトが独自に走っている状況です。ＴＩＡに関しては、それぞれのプロジェクトは優れた成果

が出ているけれども、融合してシナジーを出そうとすると、なかなか思うようにいかないとこ

ろに一つ改善の余地があると思います。 

従って、各省庁に予算を渡して、その上でＡ省が全体をまとめる仕組みではなくて、Ａ省が

すべてのリソースを持って、各省庁に配分するような仕組みにしないと、うまくいかないと思

います。なかなか難しい問題ですが。 

○柏木座長 今まで主にＡ省に渡したらＡ省の中でクローズしようとしていたところを強制的

に幾つかのシステムインテグレーション的なインター省庁だと。 

○久間委員 だから内閣府が、そういう全体を束ねる司令塔機能を持てばよいのです。 

○柏木座長 先ほど笠木先生がおっしゃって、こういうアンブレラでも芯の部分とネットワー

ク型もあるんじゃないかとおっしゃったけれども、イメージとして出しておいて、どれか一つ

にまとめた形で出しておく。ただ、いろいろなシステムが考えられますよというぐらいにして

おいて。いろいろなのを書いてしまうと、またわからなくなるので、アンブレラ型、インター

省庁をするような義務化をする、こういうことですよね。今までとは違うのは。 

そういうイメージをなるべくわかりやすく一つの例としてこういうことが考えられますという

ぐらいにしないと、全部入れちゃうとこれまたもう次回までにはまとめなければいけないとい

う、そろそろ最後の100メートルに入っていますので。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○笠木委員 先ほどキャッチも提案しなさいという話がありました。メッセージとして、これ

は総合科学技術会議のもとで、やはり科学技術をベースにイノベーションをやろうという議論

をしていると思うので、普通に考えるとサイエンス・ドリブン・イノベーションか、サイエン

ス・アンド・テクノロジー･ドリブン･イノベーションだと思うんですが、実はサイエンス・ド

リブン・イノベーションというと、研究者の人たちは頭から科学研究が主人公だと思ってしま

って、科学研究そのものが目的になってしまうきらいがあると思います。 

 海外の国際機関等で議論するときに、最近、サイエンス・ユージング・イノベーションとい

う言い方をよくするんです。私も時々そういう話を周囲の人にします。つまり、サイエンスは

使っていくものの中の一つであり、非常に大きなファクターだと思うんですが、私はユージン

グというふうになってくると、今度はそれを使って実際に起業される方々とか、中小企業の

方々も含め、サイエンス・アンド・テクノロジーはイノベーションを創出するための道具なん
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だという、それはツールなんだというとらえ方に私は意識が変わっていくのではないかと思い

ます。 

 だから、これはご参考までですが、そういうサイエンス・ユージング・イノベーション、サ

イエンス・テクノロジー・ユージング・イノベーションというのは、頭の切り替えというんで

すか、キャッチとの一つとしてあり得るかなというふうに思います。 

○柏木座長 おっしゃるとおりだと思います。イノベーションの定義というのは、これは皆さ

ん共通ですよね。技術だとか、あるいは新しい知識だとか、こういうものをけん引する社会経

済システムの構造改革がもたらす新たな価値を模索する。こういうふうに私どもは考えていて、

バイユージングがどっちかと言うと……。 

○笠木委員 サイエンスだけじゃないんです。 

○柏木座長 さっき亀山さんがおっしゃったように、社会システムとか、デマンドサイドで、

ＰＡの問題もあるし、十分科学的なものがもちろん入ってくるということになるんですよね。

ということでよろしいですか。 

○笠木委員 はい。 

○柏木座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○相澤議員 今のご指摘は大変重要なことだと思います。このアンブレラ型というのは、サイ

エンス・アンド・テクノロジー・ユージングだけではなくて、やはりこれが基本計画の一番重

要なところの課題に対応していくという、それの具体的なプログラム、あるいはプロジェクト

の進め方だということなので、そういう意味では、このイノベーションの推進のところには表

面上、むしろ科学技術を落としちゃっていて、それで何が重要課題なのかという、課題がけん

引するというような形で、私はいろいろなところで、イシュー・ドリブンという表現をしてお

りますのは、そういうような背景なんです。 

 ですから、研究者の意識をそこのところに転換させなければいけない。同時に、各省の対応

もそこを意識転換してもらわなければいけないところだというので、そのアンブレラは一つの

課題でかさがけをすると、そういうとらえ方だと思います。 

○笠木委員 それは私もよく理解しておりまして、全体はイシュー・ドリブンであると、これ

はもう全体正しく揺るがせないところなんですが、研究開発という視点に立ったときに、現場

の研究者、技術者、そういう方々たちのマインドセットをどういうふうに変えていくか、イシ

ュー・ドリブンだとあまりにも大きすぎちゃって、捉えどころがないんだけれども、自らやっ
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ていることがどういう位置づけなのかという意味では、先ほど申し上げたようなことかなと思

った次第です。 

○柏木座長 ほかにいかがでしょうか。大分煮詰まってきた感じはしますよね。 

 課題がけん引するイノベーション、あるいはそれは社会実装からまた課題が明確になり、こ

れの循環性というのはやはり重要ですよね。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、まだ時間が残っていますが、この２ページのアンブレラ型プログラム、ここを少

し今日いただいた内容を入れて、わかりやすくする。イメージというので、それほどいろいろ

なことをたくさん入れるよりは、すっきりした形でメッセージ性が出るという内容にしたい。

それから、４ページのところはもう既に北城委員からもコメントをいただきましたので、ここ

の資金の流れというのもより実践しやすい、イメージしやすいようなものにしていく。 

 大きくまとめて、やはり今日の改革すべき点というので、出口イメージ、事業化、社会実装

定着、そのためにはどうしたらいいかというので、簡単に補助金をいかにファンド的な使い方

にできるか。ファンドという意味は、ファイナンス的ですけれども、単年度からやはり複数年

度にまたがる使い方をきちんとしていかないと、大型のシステム改革にはならないという、で

きるだけ平時にできなかったことを今の有事にしっかり改革を唱えていくというふうに、ある

べき論を、その中でできるだけ規制改革等を含めて、実現していただくような内容にできれば

と思っています。 

 それから、あとはインター省庁の問題、あとはグリーンイノベーション、特にベンチャー育

成、これは人材も含めて、ベンチャーへの育成の財の配分とはどうあるべきか。１つの例とし

て、例えば総額の一定の割合をベンチャーに充てて、マッチングファンドでそれも一定の割合

で、80％補助率だとか、株を取得する手もあるでしょうし。これは細かい内容になってきます

ので、具体的には先ほど申し上げた補助金からファンドへというテーマで。それであと大事な

のは組織論で、このチャートにもきちんとフローがわかるように書いていただく、意思決定機

構はどうなっているのか。プロジェクトマネージャー、あるいはプロジェクト責任者、いろい

ろな言葉が画策していますので、そこら辺を明確にした意思決定機構の流れがわかるような組

織図とはどうあるべきなのか。今日いただいたご意見をもとに、少しつくり直していただく。 

 あと大事だったのが、評価。具体的には誰がどう評価するのかと。今までのように片手間に

評価するとか、そういうオーダーではやはり公共財の有効利用には難題が多い、評価集団、評

価機構の専任化、例えばそんなような内容が入ってくるとよいと思います。 



 －29－ 

 全体を鳥瞰的、俯瞰的に見渡せるような、システム改革がうまくいって、公共財が本当に効

果的にマッチングファンド等を通しても使われているということが、それをディレクトするよ

うなシンクタンクの機能を今あるものをより明確にしていく場合もあるでしょうし、先端機能

の充実というぐらいに今はしておきたいと思いますが、全く違った意味で、創設なんていうこ

とも考えられ得る。これは内閣府の中にやはり置くべき話なんだろうと、イギリスのチャタム

ハウスのような。国家戦略室に本来はその機能の一環としてもあってもいいのかもしれません

けれども、そういう組織をどうするのかということも踏まえて、もう一度骨太の方針にまとめ

直していきたいと思います。 

 次回、本協議会の最終的なものを出していかなければいけないものですから、もう一度これ

を皆さんにフィードバックかけて、今日、おっしゃり足りなかったことがありますれば、それ

はメールで出しておいていただいて、もし図でこんなような図がいいという、得意なことがお

ありであれば、ぜひご遠慮なく事務局のほうに出していただきたい。 

 あとメッセージをどうにか、相澤先生がお話しされるときに、メッセージがこれだというの

を２つか３つくらいにして差し上げるのが、この協議会の役目ではないかと思っていまして、

なるべくインパクトのあるメッセージに、しつこいようですけれども、平時にはできなかった

ことをこの有事にやるということですから、志を高くよろしくお願いをしたいと思います。 

 では、今後の予定について、事務局よりお願いします。 

○岩崎参事官 活発なご議論、まことにありがとうございました。 

 今、柏木先生からもまとめていただきましたけれども、今日の議論をもとに、このシステム

改革等イノベーション実現するための方針、なるべく骨太になるように事務局案をまとめてま

いります。スケジュールといたしましては、12月20日に予定されております科学技術イノベー

ション政策推進専門調査会で最終的な取りまとめを行う予定でありまして、次回の協議会にて

再度内容の確認をお願いしたいと思っております。 

 先ほど柏木先生からお話しいただいたように、最終的な取りまとめに当たりまして、メール

等でご連絡する、あるいは委員の方に個別に連絡をとらせていただくこともあると存じますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 なお、次回は、12月11日、火曜日15時から17時、４階の共用第４特別会議室を予定しており

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○柏木座長 それでは、でき得れば今月中までに今日の内容を入れた11日の資料の案になるも

のを一回出して、もう一度コメントいただいて、それで11日にまとめられるようにというプロ
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セスをできるだけお願いしたいと思います。 

 10分ほど早くですけれども、今日、随分いろいろなご意見をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

 また、次回、よろしくお願いいたします。 

午前１１時４８分 閉会 


